
本社及び柏崎刈羽原子力発電所における 

核物質防護に関わる原子力規制委員会の暫定評価結果への当社回答について 

2026年 2月 25日 

東京電力ホールディングス株式会社 

当社は、「核物質防護秘密の管理の手順から外れた取扱い（当社社員による核物質防護 

秘密文書を定められた手順を取らずに複製・持ち出しした不適合案件）」について、2月 24

日に開催された原子力規制委員会において、安全上の重要度「白」※1、違反の深刻度レベル

「SL Ⅲ」※2と暫定評価され、その通知を同委員会より受領いたしました。 

（2026 年 2 月 24 日お知らせ済み） 

当社は通知内容を確認し、本日、原子力規制委員会に対して意見は無い旨を回答いたし

ました。 

当社としては、過去の不適切事案を踏まえ、改善を進める中で、本件が発生したことを

重く受け止め、さらなる核物質防護の品質の維持・向上を目指し、一過性の改善に

ならないよう取り組むとともに、説明を尽くしてまいります。 

※1  安全上の重要度「白」 

「安全上の重要度」は、原子力施設の安全確保に対する劣化の程度により「赤」

「黄」「白」「緑」の順に区分される。重要度「白」は、安全確保の機能または性

能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、規制関与の下で改善を図る

べきものに適用される 

※2  違反の深刻度レベル「SL Ⅲ」(SL: Severity Level) 

「違反の深刻度レベル」は、違反の深刻度に応じて「SL Ⅰ」「SL Ⅱ」「SL Ⅲ」「SL 

Ⅳ」の順に区分される。深刻度「SL Ⅲ」は、原子力安全上または核物質防護上、

一定の影響を有する事態をもたらしたもの、またはそうした事態になり得たもの

に適用される。 

以 上 

https://www.tepco.co.jp/press/release/2026/pdf1/26x0801.pdf

